
 

 

参加規約 

 

【改定前】 ※下線部分を修正・追記・削除。通し番号を修正。 

 

会員の皆様がエントリーしたイベントでのボランティア活動（以下「本活動」という）又は説

明会、講習等（以下本活動が行われるイベントと総称して「イベント」という）に参加する場

合には、以下の点に従って参加してください。 

 

1. 当財団及びイベントの主催者（以下「主催者」という）からの指示、参加案内、マニュア

ル等に従ってください。 

2. 説明会や受付、イベントに遅刻、早退はできません。 

3. 説明会や受付、イベントには必ずエントリーした会員本人が参加してください。代理人で

の参加や、参加者の変更はできません。 

4. 説明会や受付、イベントの開催時に本人確認を実施します。主催者が指定した本人確認書

類を持参してください。本人確認ができない場合、イベントへの参加ができない場合があ

ります。 

5. 事前に主催者が通知した日付、活動ブロック、活動内容等の条件でご参加ください。変更

は一切できません。 

6. イベントには適切な服装で参加してください。特に東京マラソン等のスポーツイベントに

は、寒暖・雨天等の天候を考慮の上、動きやすい服装で参加してください（東京マラソン

の場合には、ウェアやビブス、キャップなどを必ず着用してください）。スカート・ハイ

ヒール・サンダルは禁止です。なお、当日、主催者によりふさわしくない服装であると判

断された場合は、主催者の指示に従っていただきます。 

7. イベントに先立って支給された物品がある場合には、イベント当日に必ず持参し、使用し

てください。また、支給された物品の販売、オークション出品及びキャンペーン利用など

は認めておりません。 

8. 会員が以下に該当する場合、主催者は、イベントへの参加をお断りすることがあります。 

● 主催者に迷惑行為と判断される行為をした場合。 



 

 

● 酒気帯びや他者を不快にさせるような行為・身だしなみなど、ボランティアとしてふ

さわしくないと主催者に判断された場合。 

● 政治的、宗教上の主張を PR するものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾 

● 大会主催者が認めていない個人の氏名、特定の地域・団体などを PR するものや広告

宣伝等を目的とした服装や装飾 

● 抽選漏れ等によりイベントに参加する資格がない場合 

9. イベントに先立って説明会が開催される場合には、会員は当該説明会に必ず参加してくだ

さい。なお、当該説明会の開催日時・場所は変更となる場合があります。必ず参加案内を

確認してください。 

10. 本活動その他イベントにおいて必要な場合を除き、イベントの参加者その他関係者の個人

情報を聞きださないでください。また、イベントに参加する上で知り得た個人情報や機密

情報を漏洩、利用しないでください。 

11. イベントの参加者その他関係者にイベントとは関係のない勧誘（宗教やマルチ商法など）

を行わないでください。 

12. イベントの参加者同士のトラブルに関しては当財団では一切責任を負いません。参加者同

士で協議の上、解決してください。 

13. イベントの運営に使われる備品、配付物品の残部は持ち帰らないでください。 

14. 各種案内や配付するマニュアル等の情報は、無断転載、複製、配付等をしないでくださ

い。またこれらのインターネット・SNS 等への引用、掲載はしないでください。 

15. 説明会や受付、イベントに参加するための交通手段・経路の確認や必要な宿泊の手配及び

費用負担は、各自でお願いします。また、本活動に対する報酬の支給はありません。 

16. 主催者において、本活動に参加する会員を被保険者とする保険に一括加入いたします（会

員の個人負担はありません）。保険の適用範囲は保険契約の内容に基づくものとし、主催

者の指示を遵守しなかった場合等保険会社により保険金の支給が不適切と判断された場合

には、適用することができません。なお、オンラインによるイベントの参加者につきまし

ては本条項に定める保険の対象外となります。 

17. 会員は、説明会や受付、イベント中に撮影された映像、写真等に肖像が映り込むことを理

解し、会員の肖像が写り込んだ映像、写真等をテレビ・新聞・雑誌・インターネット、ポ

スター、パンフレット等に掲載させることがあることに予め同意します。 



 

 

18. 当財団以外の団体を主催者とするイベントへの参加において、会員に何らかの損害が生じ

たとしても、当財団は一切責任を負いません。 

19. 参加規約の内容と、感染症予防対策等に関する規約で内容が異なる場合は、参加規約を優

先して適用すると明示しない限り、感染症予防対策等に関する規約の規定が優先して適用

されるものとします。 

20. イベントごとに設定される感染症対策に関する注意事項を遵守し活動してください。 

 

【改定後】 ※下線部分を修正・追記・削除。通し番号を修正。 

 

会員の皆様がエントリーしたイベントでのボランティア活動（以下「本活動」という）又は説

明会、講習等（以下本活動が行われるイベントを総称して「各イベント」という）に参加する

場合には、以下の点に従って参加してください。 

 

1. 説明会や受付、イベントに遅刻、早退はできません。 

2. 説明会や受付、イベントには必ずエントリーした会員本人が参加してください。代理人で

の参加や、参加者の変更はできません。 

3. 説明会や受付、イベントの開催時に本人確認を実施します。主催者が指定した本人確認書

類を持参してください。本人確認ができない場合、イベントへの参加ができない場合があ

ります。 

4. 当財団及びイベントの主催者（以下「主催者」という）からの指示、参加案内、マニュア

ル等に従ってください。 

5. 事前に主催者が通知した日付、活動ブロック、活動内容等の条件でご参加ください。変更

は一切できません。 

6. イベントには適切な服装で参加してください。特に東京マラソン等のスポーツイベントに

は、寒暖・雨天等の天候を考慮の上、動きやすい服装で参加してください（各イベントの

主催者より指定された服装がある場合はそれに従ってください）。スカート・ハイヒー

ル・サンダルは禁止です。なお、当日、主催者によりふさわしくない服装であると判断さ

れた場合は、主催者の指示に従っていただきます。 



 

 

7. イベントに先立って支給された物品がある場合には、イベント当日に必ず持参し、使用し

てください。 

8. 物品（ウェア等）はエントリーし活動する会員本人が使用するために配付します。リユー

スする場合は、配付された本人のみが再利用してください。他人から貸与・譲渡されたウ

ェアを着用して活動することは禁止です。 

また、支給された物品の販売、オークション出品及びキャンペーン利用などは禁止です。

なお、発覚した場合は主催者から該当者へ通告を行います。 

9. 会員が以下に該当する場合、主催者は、イベントへの参加をお断りすることがあります。 

● 主催者に迷惑行為と判断される行為をした場合 

● 酒気帯びや他者を不快にさせるような行為・身だしなみなど、ボランティアとしてふ

さわしくないと主催者に判断された場合 

● 政治的、宗教上の主張を PR するものや広告宣伝等を目的とした服装や装飾 

● 大会主催者が認めていない個人の氏名、特定の地域・団体などを PR するものや広告

宣伝等を目的とした服装や装飾 

● 抽選漏れ等によりイベントに参加する資格がない場合 

10. イベントに先立って説明会が開催される場合には、会員は当該説明会に必ず参加してくだ

さい。なお、当該説明会の開催日時・場所は変更となる場合があります。必ず参加案内を

確認してください。 

11. 本活動その他イベントにおいて必要な場合を除き、イベントの参加者その他関係者の個人

情報を聞きださないでください。また、イベントに参加する上で知り得た個人情報や機密

情報を漏洩、利用しないでください。 

12. イベントの参加者その他関係者にイベントとは関係のない勧誘（宗教やマルチ商法など）

を行わないでください。 

13. イベントの参加者同士のトラブルに関しては当財団では一切責任を負いません。参加者同

士で協議の上、解決してください。 

14. イベントの運営に使われる備品、配付物品の残部は持ち帰らないでください。 

15. 各種案内や配付するマニュアル等の情報は、無断転載、複製、配付等をしないでくださ

い。またこれらのインターネット・SNS 等への引用、掲載はしないでください。 

16. 説明会や受付、イベントに参加するための交通手段・経路の確認や必要な宿泊の手配及び



 

 

費用負担は、各自でお願いします。また、本活動に対する報酬の支給はありません。 

17. 主催者において、本活動に参加する会員を被保険者とする保険に一括加入いたします（会

員の個人負担はありません）。保険の適用範囲は保険契約の内容に基づくものとし、主催

者の指示を遵守しなかった場合等保険会社により保険金の支給が不適切と判断された場合

には、適用することができません。なお、オンラインによるイベントの参加者につきまし

ては本条項に定める保険の対象外となります。 

18. 活動中、体調が優れない場合は危機管理の観点から無理をせず帰宅または受診してくださ

い。 

19. 会員は、説明会や受付、イベント中に撮影された映像、写真等に肖像が映り込むことを理

解し、会員の肖像が写り込んだ映像、写真等をテレビ・新聞・雑誌・インターネット、ポ

スター、パンフレット等に掲載させることがあることに予め同意します。 

20. 当財団以外の団体を主催者とするイベントへの参加において、会員に何らかの損害が生じ

たとしても、当財団は一切責任を負いません。 

 

【改定前】 ※下線部分を修正・追記・削除 

 

【特別規定：上記の共通規定に加え、東京マラソンボランティアチーム参加については以下の

規定も適用になります。】 

1. チーム代表者はボランティア活動時間・場所・内容・人数の決定後、VOLUNTAINER 事

務局が指定した人数のメンバーとリーダーを選出してください。 

※VOLUNTAINER 事務局が指定した人数の変更は出来ません。指定した人数で参加して

ください。 

※リーダーはメンバー約 10 人から 20 人につき 1 人選出していただきます。 

※リーダーはボランティア活動当日にメンバーの点呼、活動の指示、活動のローテーショ

ンなどメンバーを取りまとめ、円滑な大会運営にご協力ください。 

2. チーム代表者は選出したリーダー・メンバーの正確な VOLUNTAINER 会員登録を促し、

エントリー規約、感染症予防対策等に関する規約、参加規約を周知してください。 

3. チーム代表者は VOLUNTAINER 事務局が指定した活動への割振り（配置）を行ってくだ

さい。 



 

 

4. チーム代表者はチーム参加者リストや各種提出物の期日を守り、VOLUNTAINER 事務局

が指定した方法で提出してください。 

5. リーダーは VOLUNTAINER 事務局が指定した日時の活動別ボランティアリーダー説明会

に参加してください。 

6. チーム代表者またはリーダーは活動日前日までにチームメンバー全員に活動内容の事前説

明を行ってください。 

7. チーム代表者は VOLUNTAINER 事務局からの支給物品を活動日集合前までにチーム参加

者全員に配付してください。 

8. リーダーは活動報告書と出欠名簿を必ず提出してください。 

9. ボランティア活動をチーム（企業、団体、学校）の広報活動に利用しないでください。※

オフィシャルパートナーを除く 

ただし、内部向け（社内、校内に限る）使用については、当財団規定のプロパティ申請の

上、当財団の許諾を得た場合に限り、使用可能とする。 

 

【改定後】 ※下線部分を修正・追記・削除。 

 

【特別規定：上記の共通規定に加え、東京マラソンボランティアチーム参加については以下の

規定も適用になります。】 

1. チーム代表者はボランティア活動時間・場所・内容・人数の決定後、VOLUNTAINER 事

務局が指定した人数のメンバーとリーダーを選出してください。 

※VOLUNTAINER 事務局が指定した人数の変更は出来ません。指定した人数で参加して 

ください。 

※リーダーはメンバー約 10 名から 20 名につき 1 名選出していただきます。 

※リーダーはボランティア活動当日にメンバーの点呼、活動の指示、活動のローテーショ

ンなどメンバーを取りまとめ、円滑な大会運営にご協力ください。 

2. チーム代表者は選出したリーダー・メンバーの正確な VOLUNTAINER 会員登録を促し、

エントリー規約、参加規約を周知してください。 

3. チーム代表者は VOLUNTAINER 事務局が指定した活動への割振り（配置）を行ってくだ

さい。 



 

 

4. チーム代表者はチーム参加者リストや各種提出物の期日を守り、VOLUNTAINER 事務局

が指定した方法で提出してください。 

5. リーダーは VOLUNTAINER 事務局が指定した日時の活動別ボランティアリーダー説明会

に参加してください。 

6. チーム代表者またはリーダーは活動日前日までにチームメンバー全員に活動内容の事前説

明を行ってください。 

7. チーム代表者は VOLUNTAINER 事務局からの支給物品を活動日集合前までにチーム参加

者全員に配付してください。 

8. 活動終了後、リーダーは活動報告書と出欠名簿を必ず提出してください。 

9. ボランティア活動をチーム（企業、団体、学校）の広報活動に利用しないでください。※

オフィシャルパートナーを除く 

ただし、内部向け（社内、校内に限る）使用については、当財団規定のプロパティ申請の

上、当財団の許諾を得た場合に限り、使用可能とする。 

【特別規定：上記のチーム参加の規定に加え、チームジュニアが設定されるイベントにつ

いては以下の規定も適用になります。】 

1. エントリーは小中学生とその保護者となります。保護者同伴で参加できる方に限りま

す。 

2. 活動場所・活動時間は事務局が指定します。 

3. チームジュニアとしての活動を希望される場合は、チーム代表者が以下の役割を担っ

てください。 

● 事前にお送りするウェアなどの配付物を活動当日の集合前までにメンバーに配付

してください 

※ウェアによる識別で入場を規制されている場合があります。 

● チーム代表者にもボランティアウェア・キャップ等を配付します 

必ず着用の上、活動に参加してください。必要に応じて休憩の指示を出してくだ 

さい 

● 集合時間の 30 分前に活動場所にて大会スタッフからレクチャーを受けてくださ

い。受けたレクチャーは一緒に活動するメンバーに共有してください 

● 出欠の登録を必ず提出してください 



 

 

● 活動終了の際は大会スタッフより指示があります 

指示を受けたらメンバーを集めて解散してください 


